＜様式１５＞
	団体の名称
	



総括責任者・副責任者・現場責任者　予定者報告書
	ふりがな
	

	氏名
	

	役職
	総括責任者（園長）・副責任者（副園長等） ・ 現場責任者

	
	経歴１
	経歴２
	経歴３

	ふりがな
	
	
	

	施設名称
	
	
	

	所在地
	
	
	

	
	
	
	

	管理形態
	
	
	

	管理期間
	　　　　　年　　　　月
　～　　　　年　　　　月
（　　　　年　　　ヶ月）
	　　　　　年　　　　月
　～　　　　年　　　　月
（　　　　年　　　ヶ月）
	　　　　　年　　　　月
　～　　　　年　　　　月
（　　　　年　　　ヶ月）

	管理面積
	
	
	

	管理業務の内容
	
	
	


注）１　欄が不足する場合は、別紙を追加すること。
　　２　役職欄は予定を○で記載のこと。
３  公園の管理実績がある場合は施設の名称および管理面積等を明記すること。
４　予定者を複数人提出する場合は本様式にて作成すること。
５　業務実績は過去１０年以内とし、面積が大きい物から記載すること。
６　管理業務の内容に、その当時の役職を記載すること。

＜様式１６＞
	団体の名称
	



公園管理実績報告書
	
	実績１
	実績２
	実績３

	ふりがな
	
	
	

	施設名称
	
	
	

	所在地
	
	
	

	管理形態
	
	
	

	管理期間
	　　　　　年　　　　月
　　～　　　　年　　　　月
（　　　　年　　　ヶ月）
	　　　　　年　　　　月
　　～　　　　年　　　　月
（　　　　年　　　ヶ月）
	　　　　　年　　　　月
　　～　　　　年　　　　月
（　　　　年　　　ヶ月）

	管理面積
	
	
	

	管理業務の内容
	
	
	


注）１　欄が不足する場合は、別紙を追加すること。
　　２　実績を証明する書面（契約書等）がある場合は添付すること。
　　３　実績は過去１０年間のものとし、管理面積が大きい物から記載すること

＜様式１７＞
	団体の名称
	



労務管理に関する調査書
	チェック内容
	はい
	いいえ

	就労規則

	
	就業規則は労働基準監督署に届出されている。
	
	

	
	就業規則は労働者に周知されている。
	
	

	
	就業規則の内容は最新の法令に対応している。
	
	

	労働契約条件通知書・雇用契約書の記載内容

	
	契約期間ごとに適正に更新されている。
	
	

	
	賃金額または賃金決定方法は適正である。
	
	

	
	賃金の計算方法は適正である。
	
	

	
	退職に関する事項は適正である。
	
	

	年次有給休暇

	
	取得・管理方法が整備されている。
	
	

	
	年次有給休暇を取った者が賞与の査定等において、不利益を受けることはない。
	
	

	
	年次有給休暇の計画付与を行っている。
	
	

	割増賃金の計算方法

	
	割増賃金の単価に入れるべき手当も適正である。
	
	

	[bookmark: _Hlk199155182]育児・介護休業制度（法改正）

	
	育児休業・介護休業制度がある。
	
	

	
	育児休業・介護休業に関する規定がある。
	
	

	育児・介護短時間制度（法改正）

	
	育児時短・介護時短制度がある。
	
	

	
	育児時短・介護時短に関する規定がある。
	
	

	退職

	
	解雇は適切に行われている。
	
	

	
	雇い止めは適切に行われている。
	
	

	安全衛生

	
	業務・安全衛生に関する有資格者等を選任している。
	
	

	労働保険関係

	
	労働保険に全員が加入しているか。
	
	

	社会保険関係

	
	社会保険に適正に加入しているか。
	
	


· 全ての項目について「はい」又は「いいえ」のどちらかに「○」を記入すること。
· グループ申請の場合には、構成団体ごとに作成すること。
· 以下の資料を添付してください。（氏名・住所などの個人情報は、全て黒塗り等で削除してください）
1 総括責任者、副責任者又は現場責任者の予定者に係る「労働契約書」又は「労働条件通知書」の写し（最新のもの）
2 時間外労働休日労働に関する協定書（36協定書）の写し（最新のもの）
3 従業員に健康診断を受診させていることがわかる書類の写し（最新のもの）

（様式１８）　
課 税 事 業 者 届 出 書

                                                          令和　　年    月    日

  契約担当者　　あて

                                  　　住 所
                                    　氏 名 　　　　　      　　　         印


  下記の期間については、消費税法の課税事業者（同法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者以外の者）であるので、その旨届出します。
                                   
                                      記

        課税期間         自                年     月     日
                         至                年     月     日

        課税期間         自                年     月     日
        （予定）         至                年     月     日
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        





（注）契約期間が課税期間を超える場合には、課税期間(予定)を記入すること。
（様式１９）　
免 税 事 業 者 届 出 書
                                                          令和　　年    月    日

  契約担当者　　あて

                                  　　住 所
                                    　氏 名 　　　　　      　　　         印


  下記の期間については、消費税法の免税事業者（同法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者）であるので、その旨届出します。

                                      記

        　免税期間       自                年     月     日
                         至                年     月     日

        　免税期間       自                年     月     日
        　（予定）       至                年     月     日













（注）契約期間が免税期間を超える場合には、免税期間(予定)を記入すること。

＜様式２０＞
令和　　年　　月　　日　

群馬県知事　あて

（申請者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定管理者名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象施設名　　

スライド基準額報告書

　スライド制度に基づく対象経費について、次のとおり報告します。

　指定管理期間：令和９年度～令和１３年度
　※年度ごとに異なる場合には、別葉で作成すること
	区　分
	費　目
	金額
	積算内訳

	人件費
	正規職員賃金
	
	〇円×〇人＝
〇円×〇人＝

	
	非正規職員賃金
	
	〇円×〇人＝
〇円×〇人＝

	
	法定福利費
	
	上記計×〇％

	
	〇〇費
	
	

	
	合　　計
	
	

	物件費①
	消耗品費
	
	

	
	燃料費
	
	

	
	備品購入費
	
	

	
	〇〇費
	
	

	
	合　　計
	
	

	物件費②
	通信運搬費
	
	

	
	修繕費
	
	

	
	委託料
	
	

	
	〇〇費
	
	

	
	合　　計
	
	


（単位：円）
※指定申請時に提出した事業計画書（収支計画）の人件費及び物件費のうち、賃金及び物価水準の変動の影響を受ける経費について記載すること。





スライド制度対象外経費
対象外経費を把握し、対象経費と対象外経費の合計額が年間の計画額と一致するか確認するための資料である。対象外経費の該当がある項目のみ、記載すること。

（単位：円）
	区　分
	費　目
	金額
	備考

	人件費
	〇〇費
	
	

	
	〇〇費
	
	

	
	合　　計
	
	

	物件費①
	〇〇費
	
	

	
	〇〇費
	
	

	
	合　　計
	
	

	物件費②
	〇〇費
	
	

	
	〇〇費
	
	

	
	合　　計
	
	



※人件費の対象外経費について、通勤手当、住宅手当、健康診断費等の賃金上昇の影響を受けないものが対象。
※物件費の対象外経費について、租税公課、支払利息、減価償却費等の物価上昇の影響を受けないものが対象。
※自主事業に係る経費は、指定管理料の対象外なので、スライド対象経費欄にも、スライド対象外経費欄にも含めないこと。
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